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３月定例会以降の教育行政につきまして、ご報告申し上げます。 

 

１．令和４年度町立学校学級編制について 

１点目は、「令和４年度町立学校学級編制について」です。 

小学校及び義務教育学校前期課程の児童数は、前年度対比 37 名減

の 1,199 名となり、学級数では、普通学級が１学級増の 45 学級、特

別支援学級が２学級増の 32 学級となっております。 

 

次に、中学校及び義務教育学校後期課程の生徒数は、前年度対比 53

名減の 634 名となり、学級数では、普通学級が１学級減の 21 学級、

特別支援学級が１学級減の 13 学級となっております。 

この結果、児童生徒数合計では、前年度対比 90 名減の 1,833 名、

学級数では、普通学級が増減なしの 66 学級、特別支援学級が１学級

増の 45 学級となっております。 

教職員の配置数では、前年度対比２名減の 182 名となっておりま

す。 

 

次に、中標津農業高等学校につきましては、昨年度より 12 名少な

い２学科 41 名が新１年生となり、全校生徒は、前年度対比５名減の

６学級 128 名、教職員は 25 名となっております。 
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計根別幼稚園につきましては、令和２年 10 月から受け入れを開始

した満３歳児を含む３歳児から５歳児まで３学級、園児数は、前年度

対比４名増の 32 名となっております。 

教 職員 ５名体 制 で 、 幼稚 園教 育の 振興に努 めて まい り 

ます。 

 

２．令和４年３月卒業の中学生・高校生の進路状況について 

２点目は、「令和４年３月卒業の中学生・高校生の進路状況につい

て」です。 

町立中学校の今春の卒業生は 241 名で、240 名が進学しました。 

このうち 38 名が中標津農業高校に、141 名が中標津高校に進学し

ております。 

 

次に、高校生の進路状況ですが、中標津農業高校では、卒業生 41

名のうち、大学１名、専門学校８名の合計９名が進学し、進学率は

22.0％となっております。 

また、就職希望者 32 名のうち、中標津町内への就職 14 名を含む

30 名の就職が決定し、就職決定率は 93.8％、全卒業生の進路決定率

は 95.1％となっております。 
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次に、中標津高校では、卒業生 172 名のうち、国公立大学 17 名を

含む 128 名が進学し、進学率は 74.4％となっております。 

また、就職希望者 38 名のうち、中標津町内への就職 22 名を含む

35 名の就職が決定し、就職決定率は 92.1％、全卒業生の進路決定率

は 94.8％となっております。 

 

次に、中標津支援学校では、卒業生 38 名のうち一般就労者が 13 名、

就労移行支援等福祉的就労は 18 名となっております。 

今後におきましても、支援学校に対しましては、職場見学・就業体

験実習・進路指導など、一層の支援を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 

３．新型コロナウイルス感染症の対応について 

３点目は、「新型コロナウイルス感染症の対応について」です。 

文部科学省から示されている「学校における新型コロナウイルス

感染症に関する衛生管理マニュアル（学校の新しい生活様式

2021.4.1Ver8）」に基づき、３つの密（密閉・密集・密接）の回避、

マスクの着用、手洗いなどの基本的な感染対策の徹底はもちろん、感

染リスクの高いとされている活動の自粛や実施方法の見直しなど、

各学校とのきめ細かな連携のもと実施しております。 
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学校における感染状況でございますが、小中学校・義務教育学校で

は、小学校での３校において、児童生徒の感染が多数確認されたこと

から、保健所の助言をいただきながら、学校内での感染拡大防止のた

め学校閉鎖を実施いたしました。 

今後の校内における感染拡大防止対策につきましては、校内の消

毒作業を行うなど、基本的な感染対策から登下校、授業、給食、部活

動などにおいて、児童生徒・教職員のそれぞれの行動に合わせて実施

すべき事項を見直しております。 

また、学校閉鎖期間中には、学びの保障の観点から家庭学習のため

の学習課題を準備するなどの対応も行っております。 

ウィズコロナ時代において、子どもたちの健康と安全のためには

新型コロナウイルスについての正しい知識を学び「正しく恐れて、予

防に効果的な日常を送る」ということがとても大切となります。正し

い知識が身につくと正しい行動につながり、誹謗中傷も無くなると

考えています。 

このことを踏まえ、今後も児童生徒にとって健康で充実した学校

生活が送れるよう、引き続き、感染拡大防止の徹底に万全を期すると

ともに、学校運営上の工夫に努めて参ります。 

 

以上、３点について申し上げ、３月定例会以降の教育行政報告とさ

せていただきます。 


